












今号のオススメ販売物件

スタッフ紹介

　

今号の法律相談

お問い合わせは029-855-1186販売部まで
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スタッフ紹介

賃貸物件の入居者から「隣の部屋のベランダに鳩が巣を作っている。最近は我が家のベランダにも鳩がいることがあり、フンの処理にも困っているから何とか

してほしい。」という連絡がありました。隣の方に話をしたところ、「ベランダで洗濯物を干すことがないので特に気にならない。駆除のための費用を負担する気

はないので、勝手にやってほしい。」とのことです。入居前から当該居室に鳩が作っていたとすれば管理会社に責任があるとも思いますが、巣を作ったのは入

居者が住み始めてからです。この場合、駆除の責任や費用負担は入居者ではなく管理会社になるのでしょうか？

【ベランダに鳩の巣が… 管理会社・賃借人の責任はどこまで？】

オーナー様の為に1件でも多く成約

できるように、営業しています！

【A：弁護士の見解】
ベランダはマンションの共用部であるものの、専有部分と一体的に使用されるものとして、賃借人に専用使用権があります。賃借人(A)がベランダの巣を放置

していることで、隣の部屋の賃借人(B)のベランダの使用を妨げているのであれば、賃貸人としては(B)との関係で鳩の巣の除去を行う義務があると解されま

す。その際の費用について、賃貸人と(A)のいずれが負担するかについては裁判例が見当たりません。私見にはなりますが、ベランダは賃借人に専有使用権

が認められ、賃貸人が自由に出入りできない場所である以上賃借人が管理するべきであり、今回は(A)が負担すべきと考えます。

尚、鳥獣保護法の観点より、巣の撤去は空の状態で行う必要があります。

このような事例を避けるために、事前にベランダに巣が作られないように忌避剤や防鳥ネットの設置等の予防対策を行ったり、鳥害・虫害・獣害等が発生した

場合の責任について、賃貸借契約書に記載しておくと良いでしょう。

【築年月】

1983年2月

【構造】

鉄骨造ストレートぶき２階建

【交通】

TX線「研究学園」駅 約5000m

【土地面積】

312.00㎡（94.38坪）

【建物面積】

146.88㎡（44.43坪）

【間取り】

1F 居酒屋・BAR 2F 美容院

【取引形態】

媒介

【築年月】

1990年4月
【構造】

鉄骨造陸屋根3階建
【交通】

JR常磐線「土浦」駅 約550m
【土地面積】

134.41㎡（40.65坪）
【建物面積】

194.42㎡（58.96坪）
【間取り】

1K×6世帯
【取引形態】

媒介

マエヤマ カズヨシ

前山 和慶(店長)

タサキ ダイキ

田﨑 大貴

ナカダ カイ

中田 開

ワダ アイリ

和田 愛理

キムラ ルリ

木村 瑠李

ミズタ ワタル

水田 渉

ミヤタ シンタロウ

宮田 慎太郎

ネモト ミドリ

根本 緑

お客様にご満足していただける

よう、正確かつ丁寧な接客を

心がけています。

お客様の要望になるべく応えられ

るよう、精一杯頑張ります。

「お客様1番」をモットーに毎日

笑顔で営業しております！

納得のお部屋に出会っていただ

けるよう、精一杯ご案内させて

いただきます。

お客様に寄り添い、ご希望の

物件を紹介できるよう努めます。

お客様のご希望に添えるように、

精一杯務めさせていただきます。

お客様の理想のお部屋が見つかるよ

う、お手伝いさせていただきます！

【リーシング部 本店】




